
2 畏期借入金 損益勘定から資本勘定に繰り入れられる内

部留保金，不用施設の売却等資産充当による自己資金が資本お

よび工事勘定の工事資金，部外への出資金ならびに長期借入金

および鉄道債券の償還資金等に不足するときは，長期借入金お

よび鉄道債券による部外資金の調達が必要となる。その借入限

度額は，予算総則で定められ，当該事業年度内に全額借入れを

しなかったときは，その fl1入れをしなかった金額を限度として，

予算の翌年度への繰越微および未払金の範閉内で，翌年度に繰

り越して借入れできる(日本国有鉄道法第 42 条の 2 第10項) 。

長期借入金の種類は次のとおりである。

(1) 一般会計借入金

7 運愉省借入金 H日和 26 ・ 12 に車両費(貨車製作費)の資金

に充当するため借入れしたものである。

イ 大蔵省借入金昭和 24 ・ 5 ・ 3 1 現在において，固有鉄道事

業特別会計負担の公債および借入金は，公共企業体に発足した

ときに一般会計へ帰属し，国鉄は，この公債および借入金相当

額の債務を政府に対して負うことになり，債務証書を一般会計

(大蔵省)に差入れした。その借入条件は， 一般会計に帰属した

公債および借入金の償還期限，利率および利子支払期日をその

まま適用することにな った。

この借入金は，全額国債が見合いとなっているので，その元

利金の支払は，国鉄--'一般会計(大蔵省) ー」函債整理基金特

別会計(大蔵省)のル ー トにより支払うのがたてまえであるが，

国債整理主主金特別会計法(明治 39 年法律第 6 号)により国鉄か

ら直接国債整理基金特別会計に支払うことになっている。

(2) 資金運用郎借入金 公共企業体発足以来の借入金の大部

分を占め，昭和 39 年度末現在の借入金残高は 2 ， 869 億円で，

借入金総額の 77 % になっ ている。この借入金は，昭和 27 年度

の歳入不足金補てんのため借入れした 30 億円を除けば全額工

事資金充当の借入金である。

(3) 郵政省簡易保険局借入金 郵政省所管の簡易生命保険お

よび郵便年金特別会計の積立金から工事資金充当のため，昭和

33 年度 30 億円， 34 年度 60 億円を借入れしたものである 。 な

お ， 34 年度に借入れした 60 億円のうち 30 億円は，東海道新幹

線増設工事資金に充当された。

(4) 世銀(国際復興開発銀行)借入金 東海道新幹線増設工事

資金は，わが国の金融情勢からして一部は，世銀から借入れを

行なうこととし，昭和 33 年以来世銀と日本政府および国鉄と

の問で折衝を重ね，昭和 36 ・ 5 ・ 3 ワシン トンにおいて日本側政

府代表朝海大使 ・ 十M国鉄総裁，1!t銀出IJ7 イり 7 副総裁との間

に保証契約書および貸付契約書に署名が行なわれ， 各種通貨
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で 8， 000 万ドノレ相当額の借款契約が成立した。この借入金は，

貸付契約鮒属覚書により東海道新幹線増設工事費の決算額(支

払利子を除く。)に対して一定率(昭和 36 年度 20% ， 37 年度 15

%, 38 年度 3 % ) を乗じた金額を世銀貸付金勘定から引き出す

ことになり，昭和 39 ・ 3 ・ 25 全額(ドイツマルク 726， 582 ， 776.35 ，

米ドル 70， 640 ， 138.89，カナダドル 2 ， 904 ， 134.47) 借入れを完

了した。

3 f昔入条件等 借入条件および債務の残高は，上表のとお

りである。(友松千代松)

かりいれし々りょうせいど借入車両制度 借入車両制

度は，国鉄が車両新製のための資金不足を補うため，車両メー

カーの生産能力を利用し，適切な方法で一時借用し購入する方

法であって，購入に当たっては，当初 5 箇年以内に各メーカー

より，おおむね均等の割合で分割購入を行ない，賃借料の基準

を設け，対象車lil ，jの選定に当たっては，その収益性を期待しう

るものとした。この市IJ度の活用により，輸送力増強と近代化に

著しい効果を収め，国鉄経営に寄与し ， 車両メ ーカ ーの経営改

善 tにも成果を収めている。

1 借入車両制度発足のいきさつ

今次大戦で戦前の大きなマーケットであった満州・朝鮮・中

国を失い，かつ，戦後の輸出市場の開発が遅れていたわが国の

車両工業は，その受注額の大部分を国鉄に依存せざるを得なか

っ た。

一方，国鉄は激増する輸送量に対応し， 近代化推進のために

は，相当額の車両新造を必要とする状況であったが，賃金不足

のため，所要の車両新造には，ほど遠い実情にあった。

この窮状を打開する一方策として，当時の十河総裁の憐想で，

車両メーカーの余剰能力を利用して，車両をある程度まとまっ

た同数の計画生産すれば，車両のコストダウンも可能となり，

市中金利と国鉄金利との差を償って余りあるものとし，国鉄が

一時的に借用し， 購入するこ とになった。また，当時の金融界

の情勢も投資資金に余力があり，むしろ確実な投資を期待する

傾向が強く，国鉄の保証が確実であること，車両メーカーが各

取引銀行から融資を仰ぐこ とは困難でなかったことから，車両

メーカ の協力の下に昭和 30 年に実施することとなった。

2 借入車両制度の内容

以上の構想に基づく具体的取扱いは，次の内容である。

(1) 車両の新製計画，発注，竣功等の取扱いについては，自

己資金による車両に準じて行ない，契約は賃貸借契約を結び，

竣功後は借入使用する。購入については 5 箇年以内に各メー

カ ー より，おおむね均等の割合で分割購入する。

(2) 賃借料は次のとおりとし，未購入車両について，年度ご

とに支払 う 。車両原価償却費 (3-4.5 %) +金利 (6%) 。

ここで金利については，比較的低利を録用したが，その後，

引上げの要請も強まり，また，借入車両の収益性も予想外に高

かったので，昭和 33 年度分より 6.7 % に，さらに 38 年度分 よ

り 7% に修正された。

3 借入車両の実績

昭和 30 年度から昭和 37 年度までの実績は，次表のように当

初の予定どおり完了をみた。

第 l 回 昭和 30 年度 41. 4 億円
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